
 
• ５月２８日（水）町民センター3階 講堂にて１6:3０～『真鶴町

の地域医療を考える会』を行います。今回は、ゲストアドバイ
ザーとして、地域医療振興協会の施設で東京都台東区立台東病院
の理学療法士 江藤啓介さんをお招きし、『在宅医療におけるリハ
ビリテーションの現状』をテーマに行います。参加を希望される
方は、当診療所までご連絡ください。（℡：0465-68-2191） 

• 5月より火曜日の外来は、台東区立台東病院の総合診療科の医師
が担当いたします。5月担当は堀田沙世先生です。 

 

診療所トピックス 

5月から外来が充実 『心臓外来』が始まります   
  
  

小田原市立病院 総合診療科の部長で、循環器疾患を診ていらっしゃる

岡田拓也先生にお出でいただき「心臓外来」を開始いたします。    

＜ 真鶴町の地域医療を考える会 今後の日程 ＞ 
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日程 ゲストアドバイザー 場所 

５月２８日（水）16：30～ 
公益社団法人地域医療振興協会 

台東区立台東病院 
理学療法士 江藤 啓介 様 

真鶴町町民センター 
3階 講堂 

６月２５日（水）16：30～ 
地域連携をテーマに 

ケアマネージャーに関する企画を 
予定しております。 

真鶴町町民センター 
3階 講堂 

７月３０日（水）16：30～ 哲学者  内山 節 先生 真鶴町町民センター 
3階 講堂 

※当日のご参加者の人数によって会場を変更する場合がございますのでご了承ください。 

 これまで当診療所では、消化器疾患については東海大学の消化器内科にご協力いただき、毎週木曜
午前中に小池先生の外来で対応してまいりました。しかし、心房細動や、不整脈などの循環器系の疾
患に対して、他院にご紹介したりと全てに対応することができず、町民の皆様からも循環器系疾患の
対応を求められておりました。そこで、この5月より毎月第２土曜日（5月の場合は10日） 
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●診療日：6/14 . 7/12 . 8/9 . 9/13 . 10/11 . 11/8 . 12/13 
●診療時間：午前9：00～11：30 
動悸・息切れ、不整脈、狭心症、心筋梗塞のおそれのある方、健康診断等で 
心臓に問題があると指摘を受けた方はぜひ一度、当診療所の「心臓外来」をご
利用ください。今後、受診される方の数の状況や、町民の皆様のご要望をうか
がった上で診療日数の充実も検討していきたいと思っております。 

4月30日真鶴町の地域医療を考える会 
湯沢町保健医療センター 井上 陽介 先生 
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※レントゲン撮影日は月・水・木・金・奇数日の土曜となります。 

外来診療予定が今月から更に充実します。 

【診療時間は変更ありません】 

● 午前 月～土  9：00～11：30 
● 午後 月～金  13：30～16：30 
日祝祭日については真鶴町の『休日急患診療事業』に協力し、休日急患診療を行っています。 
※休日急患受付時間 9：30～16：00  

 当診療所では、足腰が弱ってしまったり、寝たきりになってしまったりと様々な理由で医療機関に通えなく
なってしまった方に対して、当診療所の医師がご自宅に伺う『在宅医療』を提供いたします。在宅医療を利用
することによって、ご本人のご負担軽減はもちろん、通院を介助するご家族のご負担の軽減になります。 
  

問い合わせ：0465-68-2191 

医療機関に定期的に通えない方へ 

真鶴町国保診療所の新しいロゴマーク 
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4月まで 
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【今月からの変更点】 

● 月曜日が、若杉医師・三瓶医師の2名体制になります。 
● 火曜日は、東京都台東区立台東病院の医師が担当いたします。 

 在宅医療を導入すると、定期的にご自宅へ伺う「訪問診療」と、具合が
悪くなった時などの緊急の場合にご自宅に伺う「往診」を行います。病院
から退院されて在宅医療を検討されている方にも対応いたします。ご興味
があったり、在宅医療を導入したいとお考えの方は、まずは診療所の医師
にご相談ください。住み慣れたご自宅で生涯暮らせることができるように、
当診療所は支援いたします。 
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